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論点

基礎的な条件と課題

主要なリスク

国際的に見た日本の位置
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日本の基礎的条件： 農地資源の乏しさが根本的問題

日本は人口に比して農地が少ない 農地の物理的不足 ＆ 国際競争力の低さ

 人口一人当たりの耕地面積（経営面積規模） 日本 ＜ EU ＜ 米国 ＜ 豪州

 モンスーンアジア（概ね東・東南・南アジア）には水田稲作を背景に、人口が多く、その
割には人口一人当たりの耕地面積が小さい国が多くある。日本はそうした傾向が顕
著、人口１億人以上の国としては世界で最も一人当たり耕地が少ない

 現在の食生活には日本の３倍の農地が必要であり輸入は不可避

 農業の国際競争力が低く、安価な輸入農産物に国内市場を侵食され、農地不足にもかか
わらず耕作放棄など生産基盤がぜい弱化
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世界各国の人口と一人当耕地面積

資料 FAOSTAT。2014-2018年の平均値

人口１億人以上
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食料危機の経験

以下の例はいずれも輸入に支障、国内の不作や全面的な輸入依存

と重なって深刻化
 日本では食料安全保障といえば国レベルの供給の確保が議論の中心。

第二次大戦中
 輸入（主食の２割）途絶、労働力と資材の不足

 楽観的な増産計画（批判を顧みず）

 事態悪化の情報は秘密扱い、共有されず

終戦直後
 １９４５年の米凶作、供出不振、輸入再開の遅れ、外貨払底

 日本政府は速やかに対応（需給予測、米国への輸出要請と交渉、米の強制収

容、供出制度見直し等）

 世界的な不作、欧州の食料不足で日本への輸出許可がなかなか下りず

 低い摂取熱量、栄養失調の下で感染症による死者多数（統計なし）

１９７３年の大豆危機（短期間で終息）
 米国の大豆禁輸（輸出急伸と国内インフレ対策で輸出停止し既存契約２分の１

カット、トウモロコシも輸出制限の可能性、輸出意向の投機的な過大申告）
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海外からの食料調達の要点

平時は輸入の裏付けとなる経済力が重要 ･･･崩れつつある条件
 高度経済成長以降の日本。かつては値上がりしても欲しいものが買えた

 近年は経済的地位が低下、買い負けが増加

国際市場が機能しない緊急時 ･･･経済力で解決できず
 戦争、経済制裁 ･･･平和が貿易の大前提

 需給ひっ迫時 ･･･貿易制限、輸出量の割り当て、禁輸
 2007年以降の高値で多くの輸出国が輸出を制限（南米、ロシアなど）

 今回ウクライナ紛争で、FAOは米国による小麦輸出制限の可能性を示唆

輸入食料の調達リスク
 日本の主権が及ばない ･･･生産、輸出、輸送

 国内生産と流通は緊急時に統制が可能

大規模な輸入によるリスク
 輸入先の変更が容易ではない

 自国の行動が国際市況に影響、機動的な対応が難しい

最低限の国内生産を維持する必要性

無論、国内生産に問題が発生した場合は輸入が頼みの綱
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食料安全保障に関する国際的な論調（力点の違い）

① 個人、家計、地域レベルの食料安全保障
食料不足の発生する現場に着目。FAOなどの国際機関や援助機関が重視（飢

餓撲滅）、国際食料需給の緩和期に影響力が大きかった

② 国レベルの供給確保
日本、中国など大量輸入国にとって重要。一方、米国や豪州のような食料輸出

国はあまり意識せず。欧州の意識は80年代以降、EU域内生産拡大・国際需給
緩和と冷戦終結・EU拡大により後退。しかし、2007年以降の食料価格高騰期に
は欧州や多くの途上国で危機感が高まった（後述）。今年はウクライナ侵攻問
題で中東・アフリカの多くの国が調達問題に直面

③ 高度な安定供給
先進国。食品産業や流通の発達により安定性や品質の要求水準が高

度化。小規模で頻度の高い問題への対処。レジリエンス（強靭性、回復
力）の強調（英国など）

④ サプライチェーン： コロナ禍により注目される
世界的な長いサプライチェーンの問題点。１か所途切れると物が届かな

い。流通在庫は効率化（ジャストインタイム）で縮小
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国際情勢の変化（2000年代以降）

国際市場の変貌： 主要プレイヤーの増加、複雑化
 中国をはじめとする大量輸入国が複数台頭（大きな人口を擁する輸入国の経済

成長）

 南米、ロシア、黒海地域などが輸出を拡大。ただし作況や政情の不安定、禁輸
措置などのリスク要因あり。

国レベルの食料安全保障に対する意識の高まり
 2007年以降、米国のバイオ燃料振興や中国等の輸入拡大により国際需給が引

き締まった

 中国はその巨大さから国際市場の供給限界に直面、輸入依存の政治リスクも意
識。対米依存に警戒感、輸入先の多様化を目指す。一時期は輸入を急拡大した
が、足元では再び自給指向を強めている。

 ロシアは2014年のクリミア紛争以降、西側諸国の経済制裁への報復措置として
各種農産物の輸入を禁止、その一方で国内農業を振興し、畜産物などの自給体
制を構築してきた。

 欧州（次頁）
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国際比較（1） EUの食料安全保障施策

 EUの基本条約（1957年）で定められた農業政策の５つの目的の一つは「食料の安
定供給の確保」

 1980年代後半以降、生産過剰の下で農業の競争力向上を重視 2000年代後半

以降、中国の輸入、バイオ燃料向け需要、気候変動などの不安定要因を受け、食
料安全保障の重要性を再認識

 2013年の農政改革で食料安全保障を第一の課題とした。2023年からの次期農業
政策において目標の第一に食料安全保障を明示 EU全域で農業生産を維持す

るための直接支払い（所得支持）の根拠

新型コロナ感染症の流行によるフードシステムの混乱を受けて、緊急時の対応策
を策定中

7

 全般的目標の第一「食料安全保障を確保す
るスマートかつ回復力のある多様な農業部門
を促進すること」

 詳細目標の第一「食料安全保障を増進するた
めにEU全域で存続可能な農業所得と回復力
を支える」

 常設の専門家委員会を設置、ルール整備
 民間組織窓口のネットワーク化
 平時から情勢を可視化
 各種リスクと脆弱性を整理
 勧告作成（短い食料サプライチェーンによる供

給源の多様化、危機管理のコミュニケーション
指針、リスクと脆弱性の軽減・対処方法）

次期EU農政（2023-2027年）の目標 緊急時の食料供給・食料安全保障対応計画
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EUのウクライナ情勢等への対応
 3月23日付伝達文書「食料安全保障の確保および食料システムの回復力強化」

国際支援

 ウクライナの食料安全保障戦略策定を支援。農場における資材（種子、ディーゼル燃料、
肥料）の確保、国民への食料供給のため輸送・貯蔵施設を維持

 Cf. ポーランド・ウクライナ国境からバルト海に至る「緑の回廊」で海外貿易を支援

 対外食糧援助、輸出の規制・禁止への反対、回復力があり持続可能な農業と食料システ
ムを支援

農業政策

 直接支払いの環境要件を１年間緩和（環境重点用地での作付けを許可、農薬使用可）

 加盟国に化石燃料、化学肥料・農薬への依存度引下げを要請（共通農業政策戦略計画）

 資材費高騰や輸出先の喪失により特に大きな影響を受けた農業者への支援（緊急時準
備金の発動、加盟国が２倍まで追加拠出可）

 農業補助金の前払い限度を拡大

 豚肉に市場セーフティーネット措置（例外的に適用、民間在庫助成）

 臨時危機枠組の設置（各国の独自助成を認める。流動性支援、資材高騰助成）

 EU消費者への支援

 食料の供給改善策、付加価値税の引き下げ（加盟国の任意）、困窮者への食料援助

8
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国際比較（２） スイスの食料安全保障施策

農業の生産条件が不利かつEU非加盟で、食料安全保障の意識が高い。1990年
代からの貿易自由化と農政改革で農地縮小、2000年代後半からの農産物国際価
格高騰で危機感 国内農業生産を支える政策の強化へ

スイスの憲法が定める農業政策の第一の目的は「国民への供給の保障」。自治体
には耕地の保全義務が課されている。2014年に導入された「供給保障支払い」は
生産農地の維持を目的としており、直接支払いのうち最大。

 2017年には憲法に食料安全保障の条項を追加してあるべき形を定め、環境・市
場・貿易・消費にも配慮して広範な国民の合意を得た。

緊急時対応策： 国家経済供給法（食料を含む備蓄、貿易措置、生産・加工、消費
統制の制度）を長年維持。農業の生産転換や食料備蓄・在庫の放出などを想定、
事態に即応する最適化の計算システムを有する。

9

 農政の目的＝多面的機能（国民への供給の
保障、自然資源の保全と農業景観維持、国土
の人口分散）

 農業者の支援
 多面的機能のための施策（環境保全を要件と

する直接支払いなど）

 農地など農業生産基盤の保全
 自然資源の効率的利用
 市場指向の農業・食品部門
 農業・食品部門の持続的発展に資する貿易
 自然資源の保全に資する食料利用

スイス連邦憲法104条（農業）[1996年]
スイス連邦憲法104ａ条（食料安全保障） [2017年]

の推進事項
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国際比較（３） 日本の食料安全保障施策

過去の経験を反映（第二次大戦、1973年大豆危機）

 平素から緊急時の施策を整備

 予防的・中長期的取り組み、世界情勢分析力の充実

 海外農業開発支援： ブラジルの大豆産地（セラード）開発[1979-2001年]など

 世界食料需給モデルの開発[1973-]、主要食料輸出地域の常時監視体制[2008-]

食料・農業・農村基本法（1999年）の基本理念の第一は「食料の安定
供給の確保」
 国内生産の増大が基本、適切な輸入と備蓄

 食料自給率目標、食料自給力指標（2015年基本計画から）
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食料・農業・農村基本法（1999年） 緊急事態食料安全保障指針（2002年～） 食農･農業･農村基本計画（2020年3月）

基本理念の第一は「食料の安定供給の確
保」。国内生産の増大を基本とし、輸入と備
蓄を適切に組み合わせる。

不測の需給ひっ迫時にも最低限必要な食
料の供給を確保。

緊急時の度合いに応じた各種施策を整理。
平時にも演習を実施。東日本大震災の経験
を踏まえて局地的・短期的事態編を追加。

新型コロナウィルス感染症の世界的流行を
受けて、感染症のリスクを追加、緊急事態に
準ずる「早期注意段階」を追加（2020年）。

「食料供給のリスクを見据えた総合的な
食料安全保障の確立」の施策：
①不測時に備えた平素からの取組、②
国際的な食料需給の把握・分析、③輸
入穀物等の安定的な確保、④国際協力
の推進、⑤動植物防疫措置の強化。

制度上の主な枠組み
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国際比較（３） 日本の食料安全保障施策（続き）

食料・農業・農村基本計画の下で不測時の対応策が充実
 緊急事態食料安全保障指針で深刻度に応じ対応を整理、演習の実施

 頻度の高い事象への対策や、不安定性・不確実性の軽減策を拡充

平時における国内生産基盤の維持が課題  次頁

 マクロの視点（ Cf. 産業政策（ミクロ）、地域政策）
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レベル０ （国内外の不作の予見等） レベル１ （米の凶作、輸出規制など） レベル２ （輸入大幅減など最低限の熱
量供給困難のおそれ）

・食料供給の見通しに関する情報の収集・分
析・提供

・備蓄の活用と輸入の確保
・廃棄の抑制と規格外品の流通
・価格・流通の監視と指導

・緊急増産
・生産資材の確保にかかる要請と割当・配給
・輸入の指示
・地域間の需給不均衡や買占め・売惜しみを
是正する売渡・輸送・保管の指示

・標準価格

・生産転換（熱量効率の高い作物）
・既存農地以外の土地の利用
・割当・配給の実施
・価格統制
・石油の優先的確保，農法の転換

緊急事態のレベル別対応策

資料 農水省「緊急事態食料安全保障指針」
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自給力指標： 現状のすう勢が続けば2030年までには、推定必要熱
量を供給できなくなる見込み
 供給可能熱量を維持するには、農地と労働力の減少抑制、単収引上げが必要

 農業生産基盤の縮小により、国民を養うのに必要な最低限の国内生産すら難し
くなりつつあることを示すもの
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資料 農水省「令和２年度食料自給率・食料自給力指標について」
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現局面： 国内生産基盤の維持、品目転換が課題
戦前・戦中

 農地不足で米すら自給できず、植民地から移入 → 戦争で途絶

戦後 （旧農業基本法： 農業生産の選択的拡大）

 経済成長と輸入依存で豊かな食生活

 冷戦、日本は最大の輸入国

 国内農業は弱体化（経済成長と輸入自由化）

 単収上昇と消費の変化で米は過剰に（最低限の自給力を獲得）

 しかし他の土地利用型作物は梃入れ困難（輸入）、農地の縮小

 貿易自由化とともに国内生産は停滞、縮小へ

現在 （現行食料・農業・農村基本法： 安定供給の確保）

 日本の経済的地位低下

 中国をはじめ大輸入国が多数、南米・ロシア・黒海が輸出地域として台頭（作況と政治
要因の不安定性）

 最低限の食料自給力が危うくなっている  生産基盤の脆弱化

 人口減少

 国内需要縮小、輸入拡大は国内生産の縮小につながり易くなった

 今ある農地を維持できれば農地不足を緩和できる

 農地不足と米過剰の併存・・・５０年来の課題
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